
船舶事故等調査報告書 

平成２３年１月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０横第１６６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年８月１４日（土） １０時２５分ごろ 

発生場所 神奈川県三浦市城ヶ島灯台から真方位０７２°７２０ｍ付近 

（概位 北緯３５°０８．２′ 東経１３９°３７.１′） 

事故等調査の経過  平成２２年８月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ａ モーターボート 七海
ななみ

、１.４トン 

   ２３５－４５１１６神奈川、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ 絆
きずな

、０.１トン 

   ２５０－５４４３７神奈川、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ａ なし  

Ｂ 負傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷外板に亀裂破口 

Ｂ 右舷外板に擦過傷 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａが友人３人を乗せ、時速約２０～３０㎞/h で城ヶ島大橋

下の海岸へ向けて航行中、Ｂ船は、船長Ｂが友人１人を乗せ、Ａ船の左側

を約２０ｍ離して併走していた。 

Ｂ船は、船長Ｂが蛇行運転を始めたところ、平成２２年８月１４日１０

時２５分ごろ、Ａ船の左舷とＢ船の右舷が接触した。 

Ｂ船の後部座席に座っていた同乗者Ｂが、衝撃で腰部を打撲した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約６.５m/s       

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

その他の事項 船長Ａ、Ａ船の同乗者、船長Ｂ及びＢ船の同乗者は、いずれも救命胴衣

を着用していた。 

Ａ なし、Ｂ あり 分析 乗組員等の関与 

Ａ なし、Ｂ なし 船体・機関等の関与 

なし 気象・海象の関与 

Ａ船及びＢ船は、城ヶ島灯台東北東沖を近距離

で併走中、Ｂ船が蛇行運転したため、Ａ船に接触

したものと考えられる。 

判明した事項の解析 

原因  本事故は、城ヶ島灯台東北東沖において、Ａ船及びＢ船が近距離で併走

中、船長Ｂが蛇行運転をしたため、Ａ船に接触したことにより発生したも

のと考えられる。 

 

 




